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【申請場所・問合せ先】 

 市川町役場 住民環境課 

 神崎郡市川町西川辺 165の 3 

 ＴＥＬ 0790-26-1011（直通） 

 受付時間 午前８時３０分～午後５時１５分（土日祝を除く） 
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事業の概要                                                            

電力、ガス等のエネルギー価格の高騰による家計の経済的負担の軽減及び地球温暖化の原因と

なる温室効果ガスの排出量の削減に資するため、省エネルギー性能の高い家庭用電気機械器具

製品（以下「省エネ家電」という。）への購入等を行う方に対し、物価高騰対応重点支援地方創生

臨時交付金を活用して、予算の範囲内で市川町省エネ家電購入支援事業補助金（以下「補助金」

という。）を交付します。 

 

補助対象となる省エネ家電                         

令和８年５月１日（金）から同年９月３０日（水）までに、市川町（以下「町」という。）内又は町外の

販売店又は事業所で購入し、町内の自己が居住している住宅に設置した下記の家庭用の省エネ

家電が対象となります。 

 

① エアコン 

●省エネ基準達成率（目標年度 2027年度）が 100パーセント以上であるもの 

●壁掛形に限る。 

●既存のエアコンからの買替えのみならず、新規に購入した場合も対象とする。 

② 冷蔵庫及び冷凍庫（以下「冷蔵庫等」という。） 

●省エネ基準達成率（目標年度 202１年度）が 100パーセント以上のもの。  

●既存の冷蔵庫等からの買替えであること 

③ ＬＥＤ照明機器 

● 屋内に固定して使用するもの（単体のＬＥＤ電球やコンセント式、電池式等の容易に持ち運ぶ

ことができるものや屋外用を除く。建物の外にある門等や庭のフットライト等は除く。） 

●既存の照明機器からの買替え（LED以外から LEDへの買替え）であること 



2 

 

＜注意事項＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考】省エネ基準達成率の確認方法 

 ●店頭の統一省エネラベルで確認 

 

 

【統一省エネラベル】 

 

                                 

  

エアコンおよび冷蔵庫等の買替えの場合は、買替え前の家電製品が家電リサイクル法

に基づきリサイクル処理されている必要があります。 

省エネ基準達成率 

100％以上 

目標年度 

2027年度（エアコン） 

2021年度（冷蔵庫等） 

インターネット等通信販売で購入した場合は対象外とします。 

新品、未使用品に限り、リース品は対象としません。 
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【参考】対象製品の確認方法 

●対象製品は、資源エネルギー庁が提供する「省エネ型製品情報サイト」から確認することができ

ます。 

URL  https://seihinjyoho.go.jp/  

 

【エアコンを検索する場合】 

 

 

 

 

 

  

 

 

エアコン

を選択 

エアコンをクリックす

ると次の画面が表示さ

れます 

省エネ基準達成率が

100％以上の製品が補助

対象製品です。 

目標年度が 2027 年度であることを確認 
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補助対象者                                      

次の要件をすべて満たす方が対象となります。 

 

  ●申請日に町内に住所を有し、自己が居住している住宅（店舗付き住宅の場合は居住部分に

限る。）に補助対象製品を設置する方（自己が居住している共同住宅に対して工事を行う場

合には、所有者の了解を得ている場合に限る。） 

  ●同一世帯において、この要綱による補助金の交付の決定を受けた方又は受ける見込みのある

方がいないこと。 

●町税等を滞納していないこと（町が町税等納付状況及び住民基本台帳で世帯情報を確認す

ることに同意される方） 

●国、県、その他の団体から同種の補助金等の交付を受けていない方 

●自己所有の目的で省エネ家電を購入する方 

●市川町暴力団排除条例（平成 25年条例第 1号）第 2条第 1号から第 3号までに規定す

る暴力団等でないこと 

 

補助金額                                        

対象となる経費の５０パーセント （千円未満切捨て）  

 

補助金額上限   ５万円 （※対象経費総額５万円以上から申請可能です。） 

 

※同じ又は異なる補助対象製品を複数組み合わせて購入申請可能です。 

 

【対象となる経費】                 【対象とならない経費】 

 ●省エネ家電の本体購入費        ●家電リサイクルに係る費用 

 ●設置工事費                    ●延長保証料 

 ●消費税及び地方消費税          ●付属品に係る費用 

                                 ●配送料 

                                 ●手数料 

                                 ●割引クーポン、各種ポイント、商品券、町が発行する市川

町地域商品券「市川 Pay season7」、兵庫県が発行す

る「はばタン Pay+」等を使用して購入した場合の相当

額（差し引き後の対象経費は対象） 

                                 ●その他町が適当でないと認める費用 
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＜計算例＞ 

 

申請方法                                        

① 申請受付期間 

令和 8年 5月 11日（月） ～ 同年 10月 9日（金） まで 

※申請期間内であっても、予算の上限に達した場合は受付を終了させていただきます。 

※申請状況は、ホームページにて更新予定です。 

 

＜注意事項＞ 

 

②申請手段 

（１）住民環境課窓口へ申請 

  市川町省エネ家電購入支援事業補助金交付申請書兼請求書に必要事項を記入の上、添付書

類を添えて直接ご提出ください。申請は、開庁日時の窓口での申請のみとする。（郵送は不可） 

  【窓口受付時間】 午前８時３０分から午後５時１５分まで（土日祝を除く） 

 

（２）町内の申請代行が可能な販売所又は事業所 

  申請代行が可能かどうかについては、町内の販売店又は事業所に直接お尋ねください。 

 

【提出先】 

神崎郡市川町西川辺 165の 3 

市川町役場 住民環境課     ＴＥＬ 0790-26-1011（直通） 

対象となる省エネ家電は、令和 8年 5月 1日（金）から同年 9月 30日（水）までに 

購入・設置したものです。 

⑴ 対象経費が 55,0００円の場合     （対象経費が 5万円以上かつ 10万円以下） 

55，0００円×50％＝27,500円 

千円未満切捨てのため、補助金の額は、２万７千円となります。 

 

⑵ 対象経費が２５６，５００円の場合    （対象経費が 10万円を超える） 

２56，５００円×5０％＝128,250円 

５万円が上限のため、補助金の額は、５万円となります。 
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申請書および必要書類                             

 

（１） 市川町省エネ家電購入支援事業補助金交付申請書兼請求書（様式第 1号） 

※申請書は、住民環境課窓口にもあります 

※申請書は、令和８年 4月 27日以降に市川町ホームページからもダウンロードできます 

※記入欄が不足する場合は多数記入様式（別紙）を使用してください。 

※記入間違いが生じた際には、二重線を引き申請者の訂正印をお願いします。 

 

（２） 領収書等の写し 

※対象家電等の購入日、購入店名、購入製品名又は型番、購入金額（支払明細の記載等補助

対象経費が確認できるもの）が分かるものに限る 

 

（３） メーカーが発行した対象家電の保証書の写し 

※製造番号が分かるもの 

 

（４） 家電リサイクル券の排出者控の写し（エアコン及び冷蔵庫等の買替えの場合に限る。） 

 

（５） 設置前の写真（ＬＥＤ照明機器への買替えに限る。） 

 

（６） 設置後の写真 

 

（7） 補助対象家電の省エネ基準達成率が 100 パーセント以上のものであることが分かる書

類の写し（エアコンの買替え若しくは新設又は冷蔵庫等の買替えの場合に限る。） 

※対象家電のカタログなどの写し 

 

（8） 申請者本人の確認書類の写し（住民票の住所と一致していること。） 

 

（9） 補助金の振込先通帳等の写し（銀行名、支店名、口座番号、名義人（申請者本人名義の

口座に限る。）が分かるもの） 

※ネットバンキングの場合は、画面をスクリーンショットしたもの 

 

（10） そのほか、町長が必要と認める書類 
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申請者本人の確認書類の写しの添付について 

 

補助金交付申請時に、下記の証明の写しの添付が必要です。 

※有効期限内のものに限ります。 

 

１点で良いもの 

運転免許証、旅券、船員手帳、海技免状、小型船舶操縦免許証、猟銃・空気銃所持許可 

証、戦傷病者手帳、宅地建物取引主任者証、電気工事士免状、無線従事者免許証、認 

定電気工事従事者認定証、特種電気工事資格者認定証、耐空検査員の証、航空従事者 

技能証明書、運航管理者技能検定合格証明書、動力車操縦者運転免許証、教習資格認 

定証、身体障害者手帳、療育手帳、警備業法第 23条第 4項に規定する合格証明書、写 

真付き住民基本台帳カード、マイナンバーカード（※）、公務員の身分証、運転経歴証明 

書、外国人登録証明書、特別永住者証明書、在留カード、一時庇護許可書、仮滞在許可 

書 

 

※マイナンバーカードの写しを身分証明書として提出する場合は、裏面（マイナンバー 

が記載されている面）は提出しないでください。 

 

２点必要なもの 

下記のうち 2点を添付してください。なお、下記 1の証明書は、必ず 1点は必要です。 

 

１．国民健康保険・後期高齢者医療・健康保険・船員保険または介護保険の被保険者 

証、共済組合員証、国民年金手帳、国民年金・厚生年金保険または船員保険に係る年 

金証書、共済年金または恩給の証書、住民基本台帳カード（写真なし）、交付請求書上 

に押印した印鑑に係る印鑑登録証明書、検定合格証、敬老手帳、生活保護者受給者 

証、市区町村が発行した医療証 

 

２．学生証、法人（国若しくは地方公共団体を除く）が発行した身分証、国または地方公 

共団体の機関が発行した顔写真付き資格証明書 
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補助金交付申請書兼請求書の記入例                  

 
※記入間違いが生じた際には、二重線を引き申請者の訂正印の押印をお願いします。 
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手続きの流れ                                      

申請者 町 

① 国内の実販売店又は事業所で購入し、

自宅へ設置が完了（支払い済み） 

５月１日（金）から 9月 30日（水）まで 

 

 

② 申請書兼請求書に添付書類を添えて、

住民環境課窓口に直接提出                          

５月 11日（月）から 10月 9日（金）ま

で 

※申請前に必ず申請書兼請求書の裏面に

記載されている添付書類を確認してくださ

い。 

 

 

 

⑥ 補助金交付・不交付決定通知書受領 

 

⑧ 補助金受領 

※支払完了に関する通知はありません。 

記帳等によりご確認ください。 

 

 

 

 

 

 

 

③ 申請受付（受付印押印後の控え返却） 

 

 

④ 審査、交付の可否を決定 

 

 

 

⑤ 補助金交付・不交付決定通知書 

 

 

⑦ 補助金の交付 

※交付決定通知日から１か月程度が目

安 

 

 申請 

送付 

入金 


